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  １  阪神・淡路大震災の初動時における情報面での主な問題点

　（１）情報が集まらない

  ① 現場の対応に追われたこともあり、市町からの報告が来なかったこと。 
  ② 要員が不足し、県から情報を取りに行くこともできなかったこと。

　（２）情報通信手段が機能しない

  ① 衛星通信ネットワークや消防防災無線が使用できなくなったこと。
  ② 設備面でのバックアップ体制が不十分であったこと。

　（３）関係機関の間で情報を共有する仕組みができていない
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 ２　災害対応総合情報ネットワークシステム（フェニックス防災システム）の概要
　　被害情報などを迅速に収集・伝達、共有化するとともに、被害予測などをもとに必要
　　な要員や物資の需給推計を行い、初動時の意思決定を支援するシステム

　（１）運用開始時期
  平成8年9月（災害対応支援システムは平成14年度～）

　（２）主な機能
  観測情報収集、被害予測、被害情報収集、地図情報、映像情報
  災害対応支援（需給推計・分析、ガイダンス、データベース）　等

　（３）防災端末設置数
  県内341台（市町、消防、警察、自衛隊、ライフライン機関　等）
  県外    3台（首相官邸、内閣府、消防庁）

　（４）通信手段、設備等
  ① 防災関係機関を兵庫情報ハイウェイや県庁WANなど、高速デジタル回線や ISDN回線で接続
  ② 衛星回線（兵庫衛星通信ネットワーク）によるバックアップ
  ③ 無停電電源装置、非常用発電機を整備
  ④ バックアップセンターの設置
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　　3  災害時における情報の主な流れ

指定公共機関

指定地方公共機関 兵庫県
［災害対策本部］

管区警察局

兵庫県警察本部

警察署

自衛隊

市町村・消防機関
［災害対策本部］

国［非常（緊急）災害対策本部］

（消防庁） （警察庁） （防衛庁）

報告

報告

災害派遣要請に伴う連絡等

報告 災害対策基本法に基づく報告
主な情報の流れ
充実強化が望まれるもの

（注）・市町村長は都道府県知事に災害派遣の要請の要求ができないとき、防衛庁長官又はその指定する
　　　　者に、災害の状況を通知することができる。

・市町村の区域内での震度５強以上の地震及び消防本部への通報殺到状況報告は、当該市町村から
　消防庁と都道府県それぞれに対して報告する。

別途、住民、NPO・NGO、報道機関等との情報共有も必要
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　　４  今後の情報共有化に向けた主な課題
　（１）広域連携のための国や自治体の防災情報システムの標準化
  　・　システムを活用した収集・伝達情報の標準化
  　・　システムの相互接続、標準化
  　・　防災体制、被害想定等の標準化

　（２）国、都道府県、市町村で必要となる情報レベルの違いを踏まえた共有化の仕組みづくり
　（３）都道府県における災害情報の共有化の推進
 　　① 国との情報共有化の推進
  　現地事情を知る都道府県に情報を集約して、災害対策活動を総合的に広域展開できる体制を強化
  　・　国との間の情報の双方向性の徹底（国で収集した情報の自治体へのフィールドバック）
  　・　情報の流通における国の現地災害対策本部の位置づけ、役割
  　・　実働機関から都道府県への通報の徹底（縦割り報告から情報連携（通報）義務へ）
  　・　ライフライン機関等との情報連携
  　・　国で把握した災害情報の被災都道府県以外へのリアルタイムの発信（迅速な支援活動のために活用）

 　　② 都道府県間の情報連携システムの確立
 　　③ より迅速、的確な意思決定のための被害情報の活用
  　・　被害の全体状況の分析手法の高度化（被害予測、映像分析、実被害情報等）
  　・　時間軸を考慮した被害情報のプライオリティの明確化

　（４）都道府県、市町村における24時間監視・即応体制の徹底
　（5）災害現場での消防、警察、自衛隊の情報連携の仕組みの確立


